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公布された法令のあらまし 

 

◎兵庫県公安委員会における情報セキュリティに関する規則（公安委員会規則第14号） 

兵庫県公安委員会が保有する情報の機密性、完全性及び可用性を維持するため、兵庫県公安委員会が実施す

る情報セキュリティ対策について必要な事項を定めることとした。 
 

告         示 

 

兵庫県告示第1168号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により、申出（有効期限の更新）のあっ

た医療機関を救急病院（救急診療所）と認定した。 

  令和７年12月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 名 称  医療法人純徳会 田中病院 

所 在 地  尼崎市武庫川町２丁目２番地 

認 定 年 月 日  令和７年12月26日 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和７年12月26日 金曜日  第 681 号 
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認定の有効期限  令和10年12月25日 

２ 名 称  公立浜坂病院 

所 在 地  美方郡新温泉町二日市184番地の１ 

認 定 年 月 日  令和７年12月26日 

認定の有効期限  令和10年12月25日 

 

兵庫県告示第1169号 

 家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第４条第１項第２号の規定による臨時種畜検査を次のとおり実施す

る。 

  令和７年12月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 検査の対象となる家畜 

  令和７年度定期種畜検査後において、新たに種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する家畜の雄 

２ 検査の期日及び場所 

検査の期日 検査場所 

令和８年２月５日（木） 
朝来市和田山町安井123 

県立農林水産技術総合センター 北部農業技術センター 

 

 

兵庫県告示第1170号 

漁業法（昭和24年法律第267号）第16条第１項に基づき、まあじ、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対

馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関する令和８管理年度における数量を次のように定めたので、同

条第４項の規定に基づき公表する。 

令和７年12月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

法第16条第１項の知事管理漁獲可能量は次の表に掲げるとおりとする。 

特定水産資源 管理区分 知事管理漁獲可能量 

まあじ 兵庫県まあじ漁業 現行水準 

まいわし対馬暖流系群 兵庫県まいわし漁業 現行水準 

かたくちいわし対馬暖流系群 兵庫県日本海かたくちいわし漁業 15,000トンの内数 

うるめいわし対馬暖流系群 兵庫県日本海うるめいわし漁業 58,000トンの内数 

 

 

兵庫県告示第1171号 

くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）に関する令和７管理年度における数量を次のように変更し

たので、漁業法（昭和24年法律第267号）第16条第５項において準用する同条第４項の規定に基づき公表する。 

令和７年12月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

第１ くろまぐろ（小型魚） 

 １ 都道府県別漁獲可能量 

    19.4トン 
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  ２ 知事管理漁獲可能量 

法第16条第１項の知事管理漁獲可能量は次の表に掲げるとおりとする。 

 

 

 

 

第２ くろまぐろ（大型魚） 

 １ 都道府県別漁獲可能量 

   33.8トン 

 ２ 知事管理漁獲可能量 

法第16条第１項の知事管理漁獲可能量は次の表に掲げるとおりとする。 

管理区分 知事管理漁獲可能量 

兵庫県くろまぐろ漁業 17.0トン 

兵庫県その他沿岸漁業 16.8トン 

 

 

兵庫県告示第1172号 

昭和39年兵庫県告示第332号の11（かいに指定した出先機関）の一部を次のように改正し、令和８年１月１日

から適用する。 

  令和７年12月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 ２中               「北はりま特別支援学校」を 
「北はりま特別支援学校 

 かこがわ清流特別支援学校」 
に改める。  

 

 

兵庫県告示第1173号 

 総合治水条例（平成24年兵庫県条例第20号）第13条第２項の規定により、次の重要調整池について、同条例

第11条第２項の技術的基準に適合することを確認した。 

令和７年12月26日 

北播磨県民局長 成 田 徹 一  

１ 重要調整池の所在地 

三木市細川町高畑字草刈野154番６ 

２ 重要調整池の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

名 称 住   所 代表者の氏名 

小豆島フェニックス 

株式会社 

香川県小豆郡土庄町淵崎甲2104番地６ 酒 本 昌 寿 

 
 

公 告 

 

本人確認情報等の提供、利用及び保護の状況に関する公表 

本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例（平成16年兵庫県条例第12号）第10条の規定に基づき、

本人確認情報等の提供、利用及び保護の状況を次のとおり公表する。 

令和７年12月26日 

管理区分 知事管理漁獲可能量 

兵庫県日本海くろまぐろ漁業 15.8トン 

兵庫県その他くろまぐろ漁業 3.6トン 
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兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 本人確認情報等の提供 

提供先 事     務 提供年月 提供件数 

教育委員会 兵庫県立学校授業料等徴収条例（昭和37年兵庫県条例

第47号）による同条例第11条の授業料、入学考査料、

入学料及び受講料の免除に関する事務 

令和７年６月 ４ 

教育委員会 特別支援学校等に就学する幼児、児童又は生徒の学校

教育法（昭和22年法律第26号）第16条に規定する保護

者（成年に達した生徒にあっては、その者の就学に要

する経費を負担する者）に対する当該就学に必要な経

費に係る補助金の交付に関する事務 

令和６年８月 163 

同 年10月 163 

同 年12月 163 

令和７年２月 163 

同 年４月 163 

同 年６月 162 

教育委員会 就学支援金法第２条に規定する高等学校等（以下「高

等学校等」という。）の生徒又は学生の保護者等に対

する奨学金の支給に関する事務 

令和６年７月 10,616 

同 年８月 13,261 

同 年９月 10,314 

同 年10月 16,194 

同 年11月 10,298 

同 年12月 15,783 

令和７年１月 10,770 

同 年２月 15,795 

同 年３月 8,522 

同 年４月 18,032 

同 年５月 8,522 

同 年６月 16,762 

選挙管理委員会 公職選挙法（昭和25年法律第100号）による同法第86

条第１項から第３項まで又は第86条の４第１項若し

くは第２項の届出に関する事務 

令和６年10月 ７ 

同 年11月 １ 

令和７年６月 １ 

監査委員 地方自治法（昭和22年法律第67号）による同法第242

条第１項の請求に関する事務 

令和６年12月 ６ 

令和７年３月 46 

同 年４月 49 

同 年５月 905 

同 年６月 98 

公安委員会 道路交通法（昭和35年法律第105号）による同法第51

条の４第４項の放置違反金の徴収（同条第13項後段の

延滞金及び手数料並びに滞納処分費の徴収を含む。）

に関する事務 

令和６年７月 1,082 

同 年８月 943 

同 年９月 920 

同 年10月 1,024 

同 年11月 938 

同 年12月 1,078 

令和７年１月 372 

同 年２月 983 

同 年３月 871 

同 年４月 731 

同 年５月 770 

同 年６月 818 
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２ 本人確認情報等の利用 

事     務 利用年月 利用件数 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）による同法第56条第２項の徴収金の

徴収（滞納処分費の徴収を含む。）に関する事務 

令和６年７月 ８ 

同 年８月 １ 

同 年12月 ４ 

令和７年６月 ４ 

農薬取締法（昭和23年法律第82号）による同法第17条第１項の届出に関

する事務 

令和７年５月 １ 

土地改良法（昭和24年法律第195号）による同法第18条第17項（同法第68

条第４項において準用する場合を含む。）の届出に関する事務 

令和６年７月 14 

同 年９月 ２ 

同 年12月 ２ 

令和７年４月 11 

同 年６月 １ 

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）による同法

第４条第１項若しくは第３項の登録又は同法第13条、第16条の２、第22

条若しくは第23条の届出に関する事務 

令和７年５月 ３ 

採石法（昭和25年法律第291号）による同法第32条の登録又は同法第32条

の７第１項の届出に関する事務 

令和７年１月 ２ 

同 年４月 ２ 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）による同法第16

条に規定する母子福祉資金貸付金、同法第31条の６第７項に規定する父

子福祉資金貸付金又は同法第32条第７項に規定する寡婦福祉資金貸付金

に係る償還金の徴収（母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和39年

政令第224号）第17条（同令第31条の７及び第38条において読み替えて準

用する場合を含む。）の違約金の徴収を含む。）に関する事務 

令和６年７月 20 

同 年８月 １ 

同 年12月 １ 

令和７年１月 ３ 

同 年２月 １ 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）によ

る被爆者健康手帳に関する事務 

令和６年10月 １ 

同 年12月 18 

令和７年５月 １ 

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）による同法第13条第３項

若しくは第43条第１項若しくは第２項の取消し、同法第42条の命令又は

同法第80条の過料に関する事務 

令和６年12月 １ 

兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和35年兵庫県条例第23号。

以下「県営住宅条例」という。）による事務であって県営住宅条例第１条

の県営住宅（県営住宅条例第２条第２号イに規定する県営住宅に限る。）

の管理に関する事務 

令和６年７月 ８ 

同 年８月 24 

同 年９月 ８ 

同 年10月 24 

同 年11月 ８ 

同 年12月 24 

令和７年１月 11 

同 年２月 70 

同 年３月 ４ 

同 年４月 30 

同 年５月 ４ 

同 年６月 29 
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恩給条例（昭和36年兵庫県条例第40号）による恩給の支給に関する事務 令和６年９月 ９ 

同 年11月 ７ 

同 年12月 ５ 

令和７年３月 ５ 

同 年５月 ３ 

同 年６月 ５ 

兵庫県心身障害者扶養共済制度条例（昭和45年兵庫県条例第18号）によ

る同条例第６条第１項若しくは第２項の掛金の徴収又は同条例第８条第

１項若しくは第２項の年金の支給に関する事務 

令和６年７月 2,063 

同 年８月 2,058 

同 年９月 2,056 

同 年10月 4,800 

同 年11月 2,025 

同 年12月 2,048 

令和７年１月 2,045 

同 年２月 2,046 

同 年３月 2,048 

同 年４月 2,049 

同 年５月 2,045 

同 年６月 2,048 

行政書士法（昭和26年法律第４号）第３条第１項に規定する行政書士試

験に係る合格証明書の交付に関する事務 

令和６年７月 ３ 

土地収用法（昭和26年法律第219号）第３条各号に掲げるものに係る事業

の用に供する土地の取得に関する事務 

令和６年７月 ４ 

同 年８月 ３ 

同 年９月 ４ 

同 年11月 １ 

同 年12月 ４ 

令和７年１月 １ 

同 年３月 １ 

同 年４月 29 

同 年６月 36 

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第２条第１項に規

定する社会福祉士又は同条第２項に規定する介護福祉士としての業務に

従事しようとする者に対する修学資金の貸付けの決定又はその返還金の

徴収（延滞利息の徴収を含む。）に関する事務 

令和６年10月 ４ 

令和７年２月 ２ 

農薬取締法第２条第１項に規定する病害虫の防除の業を営もうとする者

の届出に関する事務 

令和６年９月 １ 

同 年10月 １ 

同 年11月 １ 
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外国人に対する生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に準じて行う

保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 

令和６年７月 27 

同 年９月 10 

同 年10月 17 

同 年11月 10 

同 年12月 17 

令和７年１月 10 

同 年２月 17 

同 年３月 ９ 

同 年４月 18 

同 年５月 ９ 

同 年６月 18 

特定不妊治療（体外受精又は顕微授精による不妊治療をいう。）に要する

費用に係る助成金の支給に関する事務 

令和６年７月 932 

同 年８月 1,131 

同 年９月 932 

同 年10月 1,131 

同 年11月 837 

高等学校等を退学し、再び高等学校等に入学した者に対する就学支援金

法第３条第１項に規定する就学支援金に相当する額の支援金の支給に関

する事務 

令和７年４月 ４ 

３ 本人確認情報等の保護に関する状況 

本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例第８条第２項の規定により漏えい等の防止のために講

じられた措置はなし。 

 

令和７年度兵庫県技能顕功賞表彰 

兵庫県技能顕功賞規則（昭和41年兵庫県規則第58号）第２条の規定により、令和７年11月10日に次の者を表

彰した。 

令和７年12月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

職種及び氏名 

金属材料製造の職業 

   製鋼工 

     大 山 潤 己    揖保郡太子町 

     栃 尾 貴 幸    姫路市 

     泥   将 太    姫路市 

     中 野 彰 夫    加古郡播磨町 

     平 桑 大 嗣    たつの市 

設備開発試験工 

  春 木 康 弘    岡山市 

鋳物仕上工 

  国 本   忍    西宮市 

手込造型工 

  木 村 雅 之    姫路市 

鋳物用鉄溶解工 

  黒 住 征 則    神戸市灘区 

型鍛造工 

  寺 田 和 彦    高砂市 

手かじ工 



令和７年12月26日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 681 号 

8 

  礒 野 耕 吉    三木市 

  金 口 泰 治    三木市 

  成 瀬 豊 彦    三木市 

圧延工 

  渋 谷 純 二    加古川市 

  森 垣 猛 司    姫路市 

機械検査工 

  北 野 明 寿    高砂市 

粉末冶金製品製造工 

  進 藤 貴 暁    宍粟市 

試験・分析工 

  大 平 明 美    神戸市須磨区 

金属材料処理工 

  藤 井   孝    姫路市 

金属加工の職業 

   NC旋盤工 

     前 田 裕 介    神戸市中央区 

     宮 城 道 雄    宍粟市 

     三 宅 章 友    高砂市 

     安 川 哲 生    神戸市西区 

   マシニングセンタオペレーター 

     小 川 介 維    大阪府枚方市 

     玉 田 純 平    姫路市 

   NC金属特殊加工機工 

     梶 村 和 広    神戸市西区 

   数値制御金属工作機械工 

     三 木 裕 介    明石市 

   工場板金工 

     香 山 和 英    赤穂市 

   金属手仕上工 

     三 浦 成 貴    加古川市 

金属溶接・溶断・めっき工、その他の金属加工等の職業 

   アーク溶接工 

     猶 原 功 一    尼崎市 

     廣 内   晃    尼崎市 

   抵抗溶接工 

     川 合 祐 二    高砂市 

   数値制御プレス工 

     堀 部 健 二    高砂市 

   金属溶接工 

     松 田   均    加西市 

   電気めっき工 

     窪 内 英 治    尼崎市 

   製缶工 

     齊 藤 悦 司    神戸市北区 

     鈴 木 皓 貴    姫路市 

     中 塚 丈 晴    明石市 

   配管工 

     桂   浩 之    加古郡播磨町 

一般機械器具組立・修理等の職業 
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   原動機組立工 

     岩 﨑 幹 弘    神戸市垂水区 

     菅 原 正 法    明石市 

   機械部品組立工 

     内 海 由 章    姫路市 

     花 田 甲 太    明石市 

   監督・専門技能系列 

     小 川 卓 也    姫路市 

   組立・調整工 

     藤 田 圭 三    加古川市 

     三 宅   学    明石市 

   金属加工機械修理工 

     太 田 晋 也    姫路市 

   産業用機械修理工 

     鴨 井 宏 明    高砂市 

     作 増 良 寛    尼崎市 

     永 井 浩 史    加古川市 

   生産設備保全工 

     池 田 久 志    加古川市 

     田 中 英 樹    三木市 

     玉 垣 英 也    加古川市 

     永 田 普 広    神戸市灘区 

   一般機械器具検査工 

     実 村   学    尼崎市 

   タービン組立・調整 

     香 山 正 幸    姫路市 

   レンズ研磨工・加工工 

     城 下 政 幸    伊丹市 

電気機械器具組立及び電気作業等の職業 

   発電機・電動機組立工 

     溝 田 圭 一    揖保郡太子町 

   配電盤・制御盤・開閉制御機器組立工 

     岩 田 純 一    尼崎市 

     幸 川 哲 也    尼崎市 

     酒 井   優    尼崎市 

     髙 澤 謙 一    西宮市 

     溝 口 聖 仁    姫路市 

   電気機械部品組立工 

     飯 田 大 輔    神戸市中央区 

     内 藤 昌 幸    加西市 

     中 堀 和 昭    伊丹市 

   変圧器組立工 

     石 原 裕 介    赤穂市 

     星 尾   良    岡山市 

   無線・有線通信機器組立工 

     大 橋 善 治    尼崎市 

   電子機器用高密度モジュール組立工 

     川 上 夏 樹    伊丹市 

   半導体チップ製造工 

     馬 場 宏 之    宝塚市 
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   電気配線工事作業員 

     今 井   明    神戸市北区 

   電球・電子管組立工 

     越   憲 和    伊丹市 

   プリント基盤組立工 

     伊 藤 真 碁    大阪府三島郡島本町 

     岸 部 良 充    大阪市 

     牧 野 浩 平    尼崎市 

輸送用機械器具組立・修理等の職業 

   自動車修理工 

     濵 野 節 昌    淡路市 

   鉄道車両組立工 

     森 崎   亘    神戸市中央区 

   鉄道車両ぎ装工 

     柿 本 幸 男    神戸市垂水区 

     小 南 恵 介    姫路市 

   航空機検査工 

     色 川 貴 史    明石市 

     藤 林 大 介    神戸市西区 

   鉄道車両検査工 

     達 脇 伸一郎    明石市 

衣服の職業 

   婦人・子供服仕立て職 

     丸 田 佐登子    神戸市北区 

建設関係の職業 

   建築大工 

     相 谷 友 彦    姫路市 

     西 嶋 靖 尚    佐用郡佐用町 

     藤 田   大    洲本市 

   建設・土木作業員 

     阿 部 栄三郎    南あわじ市 

     岬   守 彦    南あわじ市 

   現場管理者（番頭） 

     岩 本 純 一    川西市 

     竹 川 勝 大    尼崎市 

     田 中  世    伊丹市 

     徳 山 成 道    宝塚市 

重機オペレーター・左官・かわらふき等、その他の建設の職業 

   重機オペレーター 

     柳 本 喜 章    西宮市 

   かわらふき工 

     朝 倉 和 茂    丹波市 

   左官 

     大 関 敏 夫    尼崎市 

     渡 邊   宏    姫路市 

   配管工 

     塩 谷 哲 史    姫路市 

     二 木   浩    神戸市垂水区 

   防水工 

     伊 藤 龍 也    明石市 
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   サービス技術職 

     奥 野 修 一    神戸市北区 

植木職・造園師等の職業 

   造園師 

     中 村 光 宏    姫路市 

     松 井 英 和    明石市 

窯業製品・プラスチック製品製造の職業  

   陶磁器製造工 

     清 水 豊 和    丹波篠山市 

   プラスチック成形工 

     森   泰 輔    加東市 

食料品製造等の職業  

   製めん工 

     太 中 昭 憲    宍粟市 

     衣 笠 秀 和    たつの市 

   杜氏 

     中 島   誠    神戸市須磨区 

     則 政 義 春    姫路市 

生活衛生サービスの職業 

   着付師 

     鵜 川 由紀子    神戸市東灘区 

飲食物調理等の職業  

   日本料理調理人 

     松 田 幸 弘    西脇市 

   中華料理調理人 

     和 田 真 樹    神戸市中央区 

表具師・金属塗装工・内装仕上工等の職業 

   表具師 

     谷 田 憲 昭    神戸市西区 

   金属塗装工 

     石 沢 修 司    神戸市兵庫区 

     小 倉   忍    大阪市 

   内装仕上工 

     川 口 盛 揮    洲本市 

看板制作・製図工等の職業 

   看板制作工 

     安 富 俊 次    加西市 

   現図工 

     田 中 圭 介    明石市 

装身具等身の回り品製造等の職業 

   かばん製造工 

     橋 本   浩    豊岡市 

   貴金属・宝石・甲・角細工工 

     盛 井 克 己    神戸市北区 

実験工・塗師等、その他の職業 

   実験計測工 

     川 畠   竜    広島市 

   塗師 

     砂 川   明    姫路市 

   計測実験工 
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     米 田 哲 平    神戸市北区 

 

都市計画の図書の写しの縦覧 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次の都

市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の

規定により、当該図書の写しを兵庫県まちづくり部都市計画課において縦覧に供する。 

令和７年12月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

市町の名称 都市計画の種類 都市計画の名称 

伊 丹 市 

姫 路 市 

阪神間都市計画生産緑地地区 

中播都市計画道路 

荻野２－37生産緑地地区ほか16地区 

3.4.116号 西門線 

 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和７年12月26日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

加西市中富町字西ノ下800番１、801番１、802番、804番１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

神戸市西区櫨谷町池谷220番地 

池内陸運輸株式会社 代表取締役 池 内 優 介 

３ 許可年月日及び許可番号 

 令和７年12月５日 

兵庫県指令北播（加土）（建）第１－２－２号（６加西） 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和７年12月26日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

加西市越水町字宮田59番１、59番４、60番1、60番２、61番、62番２、62番３、63番１、63番２、 

64番１から64番５まで、66番１、66番４から66番８まで、67番１、67番４、68番１、68番２、69番１、 

69番２、71番から77番まで、211番１、211番２、212番１から212番４まで 

同 市同 町字辻井78番１、78番２、79番、80番１、80番４、80番５、81番１、81番４、81番５、81番１、

81番４、81番５、85番１、85番２、86番から89番まで、210番１、210番２ 

同 市同 町字谷97番１、97番２、98番から100番まで、101番１、101番２、102番、213番 

同 市中富町字西ノ下796番１、796番４、797番、798番１、798番２、1780番１、1780番２ 

同 市同 町字磯辺941番１、941番２、942番１、942番２、943番１、943番２、944番から947番まで、948

番１、948番２、949番１、949番２、950番１から950番３まで、951番１、951番２、952番から955番まで、963

番、966番、967番、969番から971番まで、972番１、972番２、973番１から973番４まで、 

974番１から974番５まで、975番１から975番５まで、976番１から976番５まで、977番から981番まで、 

982番１、982番４、983番、984番１、984番４、985番１、985番５、993番１、993番６から993番８まで、 

1781番１から1781番３まで、1782番、1783番１から1783番３まで、1784番１、1784番２ 
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２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

大阪府大阪市中央区瓦屋町１丁目９番20号 

タカセ不動産株式会社 代表取締役 高 瀬 英 嗣 

３ 許可年月日及び許可番号 

 令和７年12月５日 

兵庫県指令北播（加土）（建）第１－３－２号（６加西） 
 

病 院 局 公 告 

 

政府調達に関する協定に係るプロポーザルの実施 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるプロポーザルを実施する。 

  令和７年12月26日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県立西宮病院長 野 口 眞三郎  

１ プロポーザルの概要 

 (1) 名称 

   兵庫県立西宮総合医療センター（仮称）総合医療情報システム運用支援業務委託事業者選定に係るプロ

ポーザル 

 (2) 委託内容 

   委託業務の内容等は、契約担当者が兵庫県立西宮総合医療センター（仮称）総合医療情報システム運用

支援業務委託にかかる公募型プロポーザル募集要項（以下「募集要項」という。）で指定する業務等とする。 

 (3) 契約期間 

   令和８年４月１日（水）から令和９年３月31日（水）まで。ただし、受託者が本業務の履行を継続する

ことが困難になった場合、又は受託者が本業務の受託にあたって申請及び明示した内容に虚偽があった場

合は、この限りでない｡また、委託契約期間の満了する日から起算して90日前までに委託者及び受託者のい

ずれからも更新しない旨の意思表示がないときは、更に１年間同一の条件でこの契約を更新するものとし、

その後、令和13年３月31日までの間は毎年同様に更新できるものとする。 

 (4) 履行場所 

   兵庫県立西宮総合医療センター（仮称） 西宮市津門大塚町11番62号 

２ 参加資格 

 (1) 日本国内において、過去５年以内に一般病床300床以上の高度急性期又は急性期医療機関における同等

の業務を受託した実績を３件以上有する者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく兵庫県（以下「県」という。）の

入札参加資格制限基準による資格制限を、本公告の日から企画提案書の受付期間の末日までの間において

受けていない者であること。 

 (3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、本公告の日から企画提案書の受付期間の末日までの間において

受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てが本公告の日から企画提案書の受付期間の末日までの間においてなさ

れていない者であること。 

 (5) 兵庫県税を滞納していないこと。 

 (6) 次のアからウに該当する者でないこと。（必要に応じて、関係機関に事実関係の照会を行うことがある。） 

  ア 役員のうち次のいずれかに該当するものがある法人等 

 (ｱ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

 (ｲ) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(ｱ)に該当する者 

イ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がその事業活動を支援する者 

ウ その法人等の親会社等（その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係のある者）が上記ア

及びイのいずれかに該当する者 

３ 参加手続 
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 (1) 事務局 

   〒662-0918 西宮市六湛寺町13番９号 

         兵庫県立西宮病院 総務部医事企画課 

         電 話(0798)34-5151（代表） 

         ＦＡＸ(0798)23-4594 

 (2) 募集要項の配布 

  ア 配布期間 

    令和７年12月26日（金）から令和８年１月９日（金）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵

庫県条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日を除く。）の午前９時から午後４時まで（正午から午

後１時までを除く。）。 

  イ 配布場所 

    上記(1)に同じ 

 (3) 参加表明書 

  ア 提出方法 

    所定の参加表明書様式により行うこととし、持参又は郵送とする。 

  イ 受付期間 

    令和８年１月７日（水）から同月21日（水）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例

第15号）第２条第１項に規定する県の休日を除く。）の午前９時から午後４時まで（正午から午後１時ま

でを除く。）。郵送の場合は、令和８年１月21日（水）必着とする。 

  ウ 提出場所 

    上記(1)に同じ 

 (4) 質問及び回答 

  ア 質問方法 

    質問については、所定の質問書様式により行うこととし、事務局への持参、電子メール又は郵送とす

る。送付先電子メールアドレスは、募集要項配布の際に伝える。 

  イ 受付期間 

    令和８年１月13日（火）から同月20日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例

第15号）第２条第１項に規定する県の休日を除く。）の午前９時から午後４時まで（正午から午後１時ま

でを除く。）。郵送の場合は、令和８年１月20日（水）必着とする。 

  ウ 質問回答期間 

    令和８年１月22日（木）から同月28日（水）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例

第15号）第２条第１項に規定する県の休日を除く。）の期間内に、質問書提出者及び参加表明書提出者に

対して順次電子メールもしくはFAXにより送付する。 

 (5) 企画提案書 

  ア 提出方法 

    持参又は郵送とする。 

  イ 受付期間 

    令和８年１月16日（金）から同月29日（木）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例

第15号）第２条第１項に規定する県の休日を除く。）の午前９時から午後４時まで（正午から午後１時ま

でを除く。）。郵送の場合は、令和８年１月29日（木）必着とする。 

  ウ 提出場所 

    上記(1)に同じ 

  エ 提出書類 

    募集要項に定める。 

 (6) プレゼンテーション 

  ア 企画提案書を提出した者に対して、提出された企画提案内容についてのプレゼンテーションを求める。 

  イ プレゼンテーション実施の日時、場所等については、参加者に対し別途連絡する。 

４ 当選者の選定、決定及び通知の方法 

 (1) 選定方法 

選定は、「兵庫県立西宮総合医療センター（仮称）総合医療情報システム運用支援業務委託事業者選定に
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かかる公募型プロポーザル審査委員会」（以下「委員会」という。）において行う。 

 (2) 決定方法 

   委員会の選定結果に基づき、当選者及び次点者を決定する。 

 (3) 選定結果の通知 

   選定結果は、参加者全員に対して文書で通知する。 

 (4) 当選後の取扱い 

当選者は、「兵庫県立西宮総合医療センター（仮称）総合医療情報システム運用支援業務委託」の契約予

定者となる。 

 (5) 失格事項 

   次のいずれかに該当する者は失格とする。 

  ア 期限までに提案書を提出しなかった者 

  イ 正当な理由なくプレゼンテーションの実施時間に遅れた者 

  ウ 提出書類に虚偽の記載をした者 

５ その他 

 (1) 書類作成において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2) 留意事項 

  ア 提出書類の著作権は、参加者に帰属する。 

  イ 提出書類は、非公開とする。 

  ウ 提出書類は、返却しない。 

  エ 提出書類について、この書面及び募集要項に定める様式に適合しない場合は、提出された提案書を無

効とすることがある。 

  オ 提出書類に虚偽の記載をした場合には、提出された提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした

者に対して、指名停止の措置を行うことがある。 

  カ 原則として、書類提出後の記載内容の変更は認めない。 

 (3) 参加に要する費用 

   本プロポーザルの参加に要する費用は、参加者の負担とする。 

 (4) その他 

   詳細は、募集要項による。 

６ Summary for the Notice of Forthcoming Competition 

(1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.Noguchi, Director of Hyogo Prefectural Nishinomiya Hospital 

(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Proposals for acquisition of Total Medical Information System Operation Support Outsourcing 

Services 

(3) The acceptance period for the submission of proposals: 

From 9:00 am to 4:00 pm every weekday from Friday, January 16 through Thursday, January 

 29, 2026 

(4) Contact point for the notice: 

Medical Professions Division, Hyogo Prefectural Nishinomiya Hospital, 

13-9, Rokutanji-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo 662-0918 

TEL (0798)34-5151 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

令和７年12月26日 

                               兵庫県病院事業 契約担当者 

                                 県立西宮病院長 野 口 眞三郎  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 
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  人工関節置換術支援ロボットシステム 一式 

２ 契約に関する事務を担当する課又は県立病院等の名称及び所在地 

兵庫県立西宮病院 西宮市六湛寺町13－９ 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年11月14日 

４ 落札者の名称及び住所 

  日本ストライカー株式会社 東京都新宿区西新宿５－１－１ 

５ 落札金額 

  95,150,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和７年９月30日 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

令和７年12月26日 

                               兵庫県病院事業 契約担当者 

                                 県立西宮病院長 野 口 眞三郎  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  手術用顕微鏡システム（外視鏡） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する課又は県立病院等の名称及び所在地 

兵庫県立西宮病院 西宮市六湛寺町13－９ 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年11月14日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社やよい阪神営業所 西宮市東鳴尾町１－３－24 

５ 落札金額 

  43,670,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和７年９月30日 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

令和７年12月26日 

                               兵庫県病院事業 契約担当者 

                                 県立西宮病院長 野 口 眞三郎  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  検体検査自動化システム 一式 

２ 契約に関する事務を担当する課又は県立病院等の名称及び所在地 

兵庫県立西宮病院 西宮市六湛寺町13－９ 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年11月14日 

４ 落札者の名称及び住所 

  広瀬化学薬品株式会社 神戸市中央区港島中町２－２－２ 

５ 落札金額 
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  79,640,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和７年９月30日 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

令和７年12月26日 

                               兵庫県病院事業 契約担当者 

                                 県立西宮病院長 野 口 眞三郎  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  自動採血管準備装置 一式 

２ 契約に関する事務を担当する課又は県立病院等の名称及び所在地 

兵庫県立西宮病院 西宮市六湛寺町13－９ 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年11月14日 

４ 落札者の名称及び住所 

  宮野医療器株式会社 神戸市中央区楠町５－４－８ 

５ 落札金額 

  39,985,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和７年９月30日 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

令和７年12月26日 

                               兵庫県病院事業 契約担当者 

                                 県立西宮病院長 野 口 眞三郎  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  総合血液学検査システム 一式 

２ 契約に関する事務を担当する課又は県立病院等の名称及び所在地 

兵庫県立西宮病院 西宮市六湛寺町13－９ 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年11月14日 

４ 落札者の名称及び住所 

  宮野医療器株式会社 神戸市中央区楠町５－４－８ 

５ 落札金額 

  38,500,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和７年９月30日 
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兵庫県内水面漁場管理委員会公告 

 

漁業法に基づく指示 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項及び第171条第４項の規定に基づき、令和７年12月５日に次の

とおり指示した。 

令和７年12月26日 

兵庫県内水面漁場管理委員会   

会長 渡 部   完  

１ 指示内容 

(1) 持ち出し放流の禁止 

   コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面に

おいては、採捕したコイ（マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。）を持ち出し他の水域に放流してはな

らない。 

(2) 持ち込みの制限等 

   コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面に

おいては、次のことを遵守すること。 

   ただし、採捕したコイを同じ場所に再放流する場合は除く。 

  ア 放流の制限 

    コイを放流する場合は、放流用のコイが次の全てを満たしていることを確認すること。 

   (ｱ) 過去にコイヘルペスウイルス病の発生が確認された水域の水に浸かったことがないこと。 

   (ｲ) ＰＣＲ検査により陰性が確認されたコイ群であること。 

  イ 遺棄の禁止 

    生死を問わず、コイを遺棄してはならない。 

２ 指示の期間 

  令和８年１月１日から同年12月31日まで 
 

公 安 委 員 会 規 則 

 

兵庫県公安委員会における情報セキュリティに関する規則をここに公布する。 

令和７年12月26日 

兵庫県公安委員会 

委員長 津 田 隆 雄  

兵庫県公安委員会規則第14号 

兵庫県公安委員会における情報セキュリティに関する規則 

（目的） 

第１条 この規則は、兵庫県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が保有する情報の機密性、完全性及び

可用性を維持するため、公安委員会が実施する情報セキュリティ対策について必要な事項を定めることを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 機密性 情報について、当該情報を利用する権限を有する者だけが当該情報を利用できることをいう。 

(2) 完全性 情報について、その処理及び伝送が正確であることをいう。 

(3) 可用性 情報について、これを利用する権限を有する者が必要なときにこれを利用できることをいう。 

(4) 情報セキュリティ 情報の機密性、完全性及び可用性が確保されていることをいう。 

(5) 警察情報システム 警察庁が設置する情報システム及び兵庫県警察が設置する情報システムであって警

察庁が設置する情報システムと接続されているものをいう。 

(6) 兵庫県警察情報システム 兵庫県警察が設置する情報システムであって警察庁が設置する情報システム

と接続されていないものをいう。 
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(7) 管理対象情報 次に掲げる情報をいう。 

ア 兵庫県警察情報システムに記録された情報（書面に記載された情報であってその内容が兵庫県警察情

報システムに入力されたものを含む。） 

イ 兵庫県警察情報システムから出力された情報 

ウ 兵庫県警察情報システム以外の電子計算機その他の機器であって、公安委員会の委員が取り扱うもの

に記録された情報 

エ 兵庫県警察情報システムの設計又は運用管理に関する情報 

（管理対象情報の分類） 

第３条 管理対象情報については、その性質、内容及び利用の態様に応じて分類し、それらの分類に応じた対

策に従い適正に管理されなければならない。 

（公安委員会の委員の責務） 

第４条 公安委員会の委員は、警察情報システム及び兵庫県警察情報システム並びに管理対象情報を、適切に

取り扱わなければならない。 

（情報セキュリティ対策等） 

第５条 公安委員会の運営に関して、警察情報システム又は兵庫県警察情報システムにより情報を取り扱う場

合は、この規則に定めるもののほか、警察情報セキュリティポリシー及び兵庫県警察情報セキュリティポリ

シーによるものとする。 

   附 則 

 この規則は、令和８年１月１日から施行する。 
 

公 安 委 員 会 告 示 

 

兵庫県公安委員会告示第269号 

平成２年兵庫県公安委員会告示第94号（指定講習機関の指定）に係る指定講習機関について、指定講習機関

に関する規則（平成２年国家公安委員会規則第１号）第２条第１項第１号に掲げる事項を変更しようとする届

出があったので、同規則第４条第２項の規定により、次のとおり公示する。 

令和７年12月26日 

                                 兵庫県公安委員会 

                                   委員長 津 田 隆 雄  

１ 届出に係る指定講習機関 

利昌エンタープライズ株式会社（武庫川自動車学園） 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名 

変更前 阪 本 恭 三 

変更後 春 山   義 

 


